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             午 後 ２ 時 ０ ０ 分 開 会 

議事の経過 

○竹尾委員長 ただいまから平成１７年第６回西東京市教育委員会定例会を開会いたします。 

 これより直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日は角田委員にお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第２ 議案第３７号 西東京市社会教育委員の委嘱について、を議題とい 

たします。提案理由の説明を求めます。 

○宮崎教育長 議案第３７号 西東京市社会教育委員の委嘱についての提案理由を御説明申し 

上げます。 

 本案については、社会教育委員の任期満了に伴い委嘱するものでございます。任期につき

ましては平成１７年７月１日から平成１９年６月３０日までとなっております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○名古屋生涯学習部長 それでは、教育長に補足いたしまして御説明申し上げます。 

 社会教育委員につきましては、社会教育法第１５条の規定によりまして、西東京市社会教

育委員設置条例に基づき設置しているものでございます。社会教育委員の会議につきまして

は社会教育委員会の諮問に応じまして、社会教育に関する事項について調査・審議を行って

いるものでございます。 

 委員の任期につきましては、平成１７年７月１日から平成１９年６月３０日までの２年間

とするものでございます。委員につきましては１３名以内で構成しております。 

 選出区分及び人数につきましては、まず学校教育の関係者の区分につきましては、小中学

校校長会からの推薦により２名を選出いたしております。社会教育の関係者の区分につきま

しては社会教育関係団体から４名及び市民公募の枠で２名のあわせまして６名を選出いたし

ております。家庭教育の向上に資する活動を行う者の区分からにつきましては、保護司会並

びに育成会から２名を選出いたしているところでございます。学識経験のある者の区分につ

きましては、武蔵野大学教授及び元小学校長、元中学校長の３名を選出いたしているところ

でございます。 

 以上、委員の選出の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○竹尾委員長 提案理由の説明が終わりました。質疑を受けます。 

○大後委員 差し支えなければ、性別とお年を教えていただければと思うんですが。 

○宮寺社会教育課長 男性につきましては７名、女性につきましては６名になります。それか 

ら年齢につきましては、一番若い方が４８歳、一番高齢の方が７５歳となっております。 

○角田委員 この市民公募でお２人選ばれていますが、今回は何人ぐらい公募者がいましたか。 

○宮寺社会教育課長 今回の応募者につきましては５名ございました。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。本議案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 
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 全員賛成。よって、議案第３７号 西東京市社会教育委員の委嘱について、は原案のとお

り可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第３ 議案第３８号 西東京市文化財保護審議会委員の委嘱について、を 

議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○宮崎教育長 議案第３８号 西東京市文化財保護審議会委員の委嘱についての提案理由を御 

説明申し上げます。 

 本案については、文化財保護審議会委員の任期満了に伴い委嘱するものでございます。任

期につきましては、平成１７年７月１日から平成１９年６月３０日までとなっております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○名古屋生涯学習部長 教育長に補足いたしまして御説明申し上げます。 

 文化財保護審議会につきましては、文化財保護法第１９０条の規定により、西東京市文化

財保護審議会条例に基づき設置しているものでございます。審議会につきましては、教育委

員会の諮問に応じて文化財の保護及び活用に関する重要事項につきまして調査・審議し、並

びにこれらの事項に関して教育委員会に建議するものでございます。定員につきましては８

名以内で構成しておりまして、委員につきましては文化財に関し、広く、かつ高い見識を有

する者のうちから委員会が委嘱することとなっております。 

 以上、選出の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○竹尾委員長 提案理由の説明が終わりました。質疑を行います。 

○大後委員 ８名の委員の中で新任の方は何人いらっしゃいますか。 

○名古屋生涯学習部長 今回３名の方が新任ということになってございます。名簿順で３段目、

夛々良征四郎さん、近辻喜一さん、山下喜一郎さん、この３名の方が今回新任ということに

なってございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。本議案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第３８号 西東京市文化財保護審議会委員の委嘱について、は原

案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第４ 議案第３９号 西東京市スポーツ施設条例施行規則及び議案第３９ 

号に関係があることから、日程第８ 報告事項（５）西東京市スポーツ施設条例について、

を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○宮崎教育長 議案第３９号 西東京市スポーツ施設条例施行規則についての提案理由を御説 

明します。 

 この条例施行規則につきましては、先般の６月定例市議会において西東京市スポーツ施設

条例を議決していただいたことにより、管理運営事項の細目を規定するため、条例施行規則

を制定するものでございます。 
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 詳細につきましては、後ほど事務局から説明をさせていただきます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○富所スポーツ振興課長 今回の施行規則の御審議をいただく前に、一括案件という形で西東 

京市スポーツ施設条例の市議会での審議結果を御報告させていただきたいと思います。 

 西東京市スポーツ施設条例の申し出につきましては、平成１７年４月２７日の第４回定例

会議案第１９号で教育委員会の議決を経て、市議会６月定例会に上程を行い、審議が行われ

ました。本市議会には公共施設に指定管理者制度を導入する部署から新たに条例設置及び条

例の一部改正が上程されたところでありますが、その審議経過の中でそれぞれの条例間の不

整合が指摘されました。具体的に御説明いたしますと、今回上程された条例は市民交流施設

条例、保谷こもれびホール条例、公園条例、スポーツ施設条例の４条例ですが、スポーツ施

設条例の第４条━━今日教育委員会の資料で提出されていると思いますので、スポーツ施設

条例を御参照いただければと思いますが、１ページ目の第４条、指定管理者による管理の後

半なんですが、スポーツ施設の管理は地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者に行わせることができるという形になってございます。これについては先般、今御説明さ

しあげましたように、教育委員会で審議された内容と違っておりますので御説明させていた

だきますが、従来には指定管理者に管理は行わせるものという規定となっておりますが、先

ほど説明しましたように、他の条例は行わせることができる規定とされておりました。この

ようなことから、他の条例との整合性を図るために、市長から行わせることができる規定に

議案訂正を行い、本議会において議決が得られたものでございます。教育委員会で御審議い

ただいた中での議案訂正が生じましたことについて御理解いただくために、今回経過報告を

させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議案第３９号 西東京市スポーツ施設条例施行規則につきまして、教育長に補

足して御説明させていただきます。西東京市スポーツ施設条例は市議会６月定例会に上程を

行い、議決されましたので、指定管理者制度導入に向け、具体的な手続関係及び施設管理運

営内容を定めるため施行規則を整備するものでございます。具体的には現行の施行規則の統

一化を図ることを目的としておりますので、その内容は継続するものとなっております。ま

た、現行の施設条例の施行規則の統一化を行った関係上、新旧比較表を作成することが非常

に難しいため、資料として提出できなかったことを御理解いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 それでは、西東京市スポーツ施設条例施行規則について御説明いたします。 

 恐れ入りますが、１ページ目をお開きください。第１条の趣旨につきましては、この規則

は、西東京市スポーツ施設条例（平成１７年西東京市条例第２４号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

 第２条の利用時間区分について。条例第６条に規定する西東京市スポーツ施設の開場時間

のうち、スポーツ施設及びその附帯設備を利用できる時間の区分は、別表第１に定めている

ものでございます。 

 恐れ入りますが、５枚目の別表第１をお開きください。条例第６条で施設の１日の開場時

間を条例化しているところでございますが、規則で利用できる時間区分を定めさせていただ
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いているものでございます。この表でいきますと、スポーツセンターから４番目の西東京市

武道場までの体育館関係でございますが、午前９時から午後９時までの間、３時間単位で１

日４区分の貸し出しをさせていただくものでございます。中ほどの北原運動場から、次のペ

ージになりますが、最後の健康広場までについては運動場関係でございますが、夏、冬によ

り若干の異なりはありますが、現行規則と同じ時間区分となっているものでございます。 

 それでは恐れ入りますが、先ほどの規則の１ページにお戻りいただければと思います。第

３条の予約システムによる利用の申請、第４条の予約システムによる利用の申請の抽せんに

ついては、別表２により御説明させていただきますので、先ほどと同じようなところでござ

いますが、６枚目の別表第２をお開きいただければと思います。現在スポーツ施設を利用す

る場合は公共予約システムを利用して抽せん申込み、予約確定、使用承認が行えるものとな

っているところでありますが、その内容を変えることなく整理いたしましたので、その概要

を説明させていただきたいと思います。 

 初めに、使用の区分は２カ月前申込み、１カ月前申込み、次のページになりますが、随時

申請というような形で分かれます。それでは、別表第２で御説明させていただきたいと思い

ますが、この表で分かれておりますのは、申請の区分、申請等ができるもの、申請等の期間、

抽せんの日、申請等の対象の施設名という形の表づくりをさせていただいておりますが、上

から御説明さしあげますと、初めに予約システムで申請できるのが２カ月前の申込みでござ

います。これについては、申込みできる者という形で２段目になりますが、この中のものを

要約しますと、市民等市内団体のみの限定の申込みでございます。逆にいいますと、市内団

体・市民を２カ月前は優先して抽せんをかけるということでございます。４番目の市内文化

団体というものも抽せん対象になっておりますが、これは南町文化スポーツ交流センターと

名称が決定されている新しい施設でございますが、そこの多目的ホール及び会議室に限りま

して、これは施設の中の２階でございますが、ここの使用については文化団体も可能として

いる条例でございますので、文化団体をこの施設だけに限って受け入れるというような規定

になってございます。３点目の申請等の期間でございますが、予約システムでは２カ月前の

利用日の属する初日から１４日までが申込み期間でございます。右に抽せん日というのがご

ざいますが、その同月の１５日が抽せん日でございます。１６日から月末までに、抽せんに

当たられた方が予約確定のために、有料施設であれば入金機により入金を行い、使用申請書

の交付を受け予約確定をするものでございます。この予約確定をする手続を行わない場合に

ついては、権利放棄という形でキャンセル扱いになります。無料施設については、同じく入

金機上により利用の申請の確定をするために使用承認書の交付を受けていただくこととなり

ます。予約確定を行わない場合については、申請の権利を放棄したものということでキャン

セル扱いになるものでございます。 

 真ん中から下段になりますが、１カ月前の申込みにつきましては、受け入れる者について

は市民、または市内の団体、市内の文化団体、あと市民等以外の方、市外の団体の申込みを

可能にするものでございます。そのような意味で、１カ月前から市内の団体、市外の団体が

混在して申込みを受けるという形になってございます。１カ月前の申込みについては２カ月

前の申請の期間と変わりまして、１カ月前の属する日から７日までが申請期間でございます。
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抽せん日についてはその月の８日、その月の９日から１５日までが予約確定のための手続の

期間という形になってございます。手続については、先ほど御説明さしあげたとおりでござ

います。 

 次のページでございますが、１６日以降まだ施設にあきがあるとすれば、随時申請という

形で１６日以降から使用するまでについて随時申込みを受けるというようなシステムになっ

てございます。この随時申請についても、１カ月前申し込みと同じように、市内、市外、団

体等について申込みは可能とするものでございます。そのようなことがこの中で規定として

盛り込んでおるものでございます。あと１つが、随時申請については抽せんを行わないで申

請をした段階で施設を確保できるというような形になってございます。 

 あと次のページになりますが、備考欄でいろいろな取組みをしてございます。先ほどちょ

っと御説明さしあげましたが、用語の定義をここでしてございます。市民等からとか２号の

市民等以外ということでございますが、後半の７番、８番に市内の文化団体、市外の文化団

体とこのような形で規定してございます。それから先ほど御説明さしあげましたように、２

階の多目的ホールの使用を文化団体も可能としているということで定義づけしているもので

ございます。 

 ２号で、屋外施設の申込みについては、体育館関係とは別に使用日の２日前まで申請を受

け付けるということになってございますので、その辺についてもここで規定しているもので

ございます。 

 それでは恐れ入りますが、規則の２ページにお戻りいただきまして、第５条、予約システ

ムによらない利用の申請についてでございますが、まことに申しわけございませんが、７枚

目の裏面の別表第３をお開きいただければと思います。この別表第３ではスポーツセンター

の温水プール、これは団体・個人でございますが、あとトレーニング室、ランニング走路の

利用、備品の貸し出し、真ん中ほどの総合体育館のトレーニング室の利用、あとその下の向

台運動場の照明等の利用についてこちらで規定しているものでございます。この施設につき

ましては予約システムによる予約はできませんので、この表のとおり、利用の当日に個人利

用券を自動販売機で購入して御利用いただく。また照明施設利用については、自動入金機で

納入していただいて御利用いただくというようなことをこの中で示しているものでございま

す。 

 それでは恐れ入りますが、規則の２ページにお戻りいただきたいと思います。２ページの

第６条、第７条関係でございますが、これについては利用の承認等、利用の変更等の規定を

定めているものでございます。次の８条の利用料金の承認の申請については、利用料金の額

を定める金額の範囲内において指定管理者が定める場合、市長の承認を得る必要があること

を定めたものでございます。これは具体的には、利用料金の範囲内で指定管理者が自由に利

用料金を決めることができるということでございますが、その辺については市長の承認を得

る必要があるというようなことを示しているものでございます。 

 次の９条の利用料金の減免、免除についてでございますが、条例第１０条の規定によりま

して、利用料金の減免、免除規定が適用される利用者は、指定管理者に申請し承認を受けな

ければならない規定を定めているものでございます。しかし、２項の１号から４号までに該
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当している方、これはハンディキャップ等をお持ちの方なんですが、その方は保持している

手帳等を提示することにより利用の免除の申請が得られるものを規定しているものでござい

ます。 

 恐れ入りますが、３ページ目になりますが、第９条の３項については、先ほどの２項のハ

ンディキャップ等をお持ちの方は条例上、市民等は免除、他市民は２分の１減免が適用され

ることとなっております。それで今回、広域行政圏、構成市は小平市、東村山市、東久留米

市、清瀬市、西東京市でございますが、各市が設置する体育スポーツ施設の個人の相互利用

協定を、ここで協定を結ぶ予定がございます。それに基づきまして市民料金を適用すること

から、市民料金ということになりますと免除しなければならないということもございますの

で、免除規定を定めさせていただいているものでございます。ちなみに健常者等が他市民の

方であっても、温水プール、トレーニング室等の個人開放事業を御利用いただくときは、自

動券売機で購入すれば市民等と同じような料金で使用することが可能となっておりますので、

ハンディキャップ等をお持ちの方だけここで規定をさせていただければ、他市民の方も自市

民と同じような形で御利用ができるようになっております。先ほど説明しましたが、他市民

というのは広域行政圏内の市民ということでございます。 

 それでは第１０条でございますが、第１０条の利用料金の還付等につきましては、利用料

金を還付する基準及び還付をする額を定めているものでございます。第１号から第４号まで

利用の取消し要件により還付額は変わりますが、内容としては現行規則と変わるものでござ

いませんので、よろしくお願いできればと思っております。 

 第１１条の超過料金の納入につきましては、スポーツセンターの温水プール、トレーニン

グ室、ランニング走路、総合体育館のトレーニング室等は、午前９時から午後９時までの間、

基本時間２時間のフリータイム制により入退場ができるようになってございます。それにつ

いては、御利用者の都合により超過時間、例えば１時間超過したときについては超過時間数

を清算してもらうものを規定しているものでございます。なお、今回総合体育館のトレーニ

ング室につきましてはフリータイム制を導入してございませんが、来年４月以降については

フリータイム制に基づきまして御利用しやすいように改善をさせていただいたものでござい

ます。 

 それでは恐れ入りますが、４ページをお開きください。第１２条の指定管理者の募集から

５ページ、６ページの第１９条までの事業報告書の提出までにつきましては、指定管理者に

関する規定を定めているものでございます。この中で何点か補足して説明させていただきま

す。４ページにお戻りいただきまして第１２条でございますが、指定管理者の募集につきま

しては、教育委員会が指定管理者を公募するときに、団体に公表する内容を規定しているも

のでございます。具体的には１号のスポーツ施設の概要、２号のスポーツ施設の管理運営内 

容、３号の公募の期間、４号の応募期間、５号の選定基準、６号の管理する期間━━これは 

指定期間でございますが━━７号の利用料金に関することについて規定しているものでござ 

います。第１３条の指定管理者の指定の申込みについては、団体が応募するときに提出する

書類の内容を規定しているものでございます。具体的には、１号の事業計画書、２号の団体

の定款もしくは寄附行為に類するもの、３号の団体の役員名簿、４号の法人の登記事項証明



 

7 

書、５号のスポーツに関する施設またはこれらに類する施設の管理に関する実績を記載した

書類、６号の団体の概要がわかる書類、７号の団体の経営状況がわかる書類を応募のときに

提出するものを定めたものでございます。 

 それでは恐れ入りますが、６ページ目をお開きください。第２０条の遵守事項、第２１条

の物品販売行為等の禁止は、施設利用上の遵守すべきことを規定しているものでございます。

第２２条でございますが、教育委員会による管理については、指定管理者の募集については、

原則的には公募プロポーザル方式により行うものですが、公募に対して応募者がなかった場

合、または応募者のうち指定管理者として最低基準を満たす候補者がいなかった場合に、一

時的措置として教育委員会がスポーツ施設の管理を行う必要が生じた場合に準用する規定を

設けているものでございます。ちょっと長く規定されておりますが、使用料と利用料金の関

係、指定管理者と教育委員会の関係等がこの規定の中で述べられています。 

 恐れ入りますが、７ページをお開きいただきたいと思います。第２３条の委任については、

この規則に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関し必要な事項は教育委員会が別に定

めるものでございます。附則でございますが、１項のこの規則は平成１８年４月１日から施

行するものでございます。２項により、西東京市スポーツセンター条例施行規則から８号の

西東京市武道場条例施行規則までの８規則は廃止するものでございます。次の３項、経過措

置でございますが、この規則の施行の際、廃止する前の条例及び施行規則の規定により使用

の承認を受けている者は、この相当規定に基づいて利用の承認を受けたものとみなすもので

ございます。これは先ほど御説明さしあげましたが、予約システムにより２カ月前から予約

はできるということで、１８年４月１日以前に１８年４月１日以降を予約することは可能だ

ということで、その辺のところの相当規定を設けているものでございます。 

 恐れ入りますが、８ページ目をお開きいただきまして、４項、条例第１８条に規定するも

のでございますが、指定管理者の指定日、１８年４月１日でありますが、指定日前に支払い

を受けた指定日以降にかかわる施設等の利用にかかわる利用料金については、この規則の規

定により利用料金の前払いとみなすものであるということにつきましても、３項で御説明さ

しあげましたように、予約システムで２カ月前から、具体的には２月ごろから予約はできる

ということで、そのときは使用料という形で納入していただくことになりますが、現実４月

以降は利用料金制度を導入する予定でございますので、４月１日以降の利用については、利

用料金の前払いとみなすものでございます。そのような規定を定めているものでございます。

第３項でございますが、指定管理者の公募に必要な行為、具体的には第１２条の指定管理者

の募集、第１３条の指定管理者の指定の申込み、第１４条の指定管理者の選定の基準を定め

ることについては、この規則の施行日前にできることを規定しているものでございます。 

 恐れ入りますが、規則、別表の後に様式を定めてございます。様式第１号から第８号まで

定めてございますので、よろしくお願いできればと思っています。 

 以上で補足説明を終わらせていただきますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

○竹尾委員長 提案理由の説明が終わりました。質疑を受けます。 

○角田委員 １枚目、第３条の最後の方です。指定管理者が特に必要と認めたときはこの限り 
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でないとありますが、この特に必要と認めたときの規約とか別途あるのでしょうか。例えば

どんなときなのかなと思って今聞いておりましたが、別に規約があるのかどうかだけ。 

○富所スポーツ振興課長 これについては、予約システムの登録に関する規則等の中で示して 

いるものでございますが、この中で、要は指定管理者の中で予約システムを使わないで施設

を確保しなければならない事情のものはございます。それは何かといいますと、例えば体育

協会、または体育協会の加盟団体が年間を通して市民のために大会開催等をしなければなら

ないときについては、予約システムによらずに、事前申請制度がございますので、その中で

申請ができるということを規定しているものがございます。その辺のことから、そういう例

外規定的なものもあるということを示しているように理解しています。 

○角田委員 特に別に規約があるわけではないと。 

○富所スポーツ振興課長 今御説明申し上げましたように、別に教育委員会が定めるというこ 

とで、要は事前申請規定か何かになるかと思いますけど、そういうものを定めながら、例え

ば市民のために大会運営をするということについて遺漏がないような形で進めるようには準

備しているところでございまして、今現在ちょっとございません。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本議案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第３９号 西東京市スポーツ施設条例施行規則は原案のとおり可

決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第５ 議案第４０号 西東京市スポーツ振興審議会委員の委嘱について、 

を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○宮崎教育長 議案第４０号、西東京市スポーツ振興審議会委員の委嘱についての提案理由を 

御説明申し上げます。 

 本案については、スポーツ振興審議会委員の任期満了に伴い委嘱するものでございます。

任期につきましては平成１７年７月１日から平成１９年６月３０日までとなっております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○名古屋生涯学習部長 それでは、冒頭に申しわけございませんけれども、議案第４０号の議 

案資料につきまして一部訂正をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 表の中の学校体育の関係者の欄で、カナ氏名という欄がございますけれども、そこで「オ

コノイギ ハジメ」となっていますが「イ」を削除していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、教育長に補足いたしまして御説明申し上げます。 

 スポーツ振興審議会につきましては、スポーツ振興法第１８条第２項の規定により、西東

京市スポーツ振興審議会条例に基づき設置しているものでございます。審議会につきまして

は、教育委員会の諮問に応じ、スポーツに関する重要事項について調査、審議を行っている
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ものでございます。委員の委嘱につきましては、教育委員会は条例に基づき市長に意見を聞

くこととなっておりますので、その手続を踏まえ委嘱を行うものでございます。 

 定員につきましては１０名以内で組織しております。選出区分、人数につきましては、ま

ず社会体育の関係者の区分につきましては体育協会からの推薦、地域体育団体からあわせて

３名を選出いたしております。学校体育の関係者の区分につきましては田無工業高校、小・

中学校校長会からの推薦により３名を選出しております。スポーツに関する学識経験者の区

分につきましては、早稲田大学、武蔵野大学、医師会、多摩小平保健所からの推薦により４

名を選出いたしているところでございます。 

 以上、委員の選出の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○竹尾委員長 提案理由の説明が終わりました。質疑を受けます。 

○大後委員 先ほどと同じなんですけれども、できれば性別と年齢を教えてください。 

○富所スポーツ振興課長 申しわけございませんが、年齢については手持ちの資料がないので 

御猶予いただければと思います。 

 性別につきましては、社会体育関係者、３番目の三原さんという方が女性でございます。

それ以外については男性でございます。そういう意味で、スポーツ振興審議会の中で女性１

名、他は男性の９名構成で行っているということでございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。━━討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。本議案に賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 全員賛成。よって、議案第４０号 西東京市スポーツ振興審議会委員の委嘱について、は

原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第６ 請願第１号 「学習指導要領の目的を十分に踏まえた中学校の歴史 

・公民教科書の採択を求める陳情」及び日程第７ 請願第２号 教科書採択にかんする請願、

を一括議題といたします。 

 これより一括質疑を行います。 

○角田委員 いろいろな御意見をいただきましたが、お伺いしたいんですけれども、教科書の 

採択の手順について説明してください。 

○大町指導課長 それでは、私の方から教科書の採択手順について御説明申し上げます。 

 まず教科用図書の採択を公正かつ適性に行うため、教科用図書選定委員会を設置いたしま

す。この教科用図書選定委員会は、校長または副校長９名、保護者２名、市民２名、計１３

名で構成されております。この選定委員会に対しまして、教育長の方から諮問を行います。

諮問につきましては、教科書の内容、それから構成、分量、表記、表現及び使用上の便宜に

ついて調査・研究を行うように諮問をいたします。選定委員会は調査部会、これは採択を公

正・適性に行うために種目ごとに調査部会を設けまして、各教科ごと全種類の調査資料を作

成するための部会でございます。この調査部会につきましては、各教科、各校１名プラス校

長の１０名で成り立っております。 
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 一方、教育長の方から選定委員会及び調査部会における必要な資料を得るため、各校長に

各教科種目ごとに全種目の教科用図書の調査研究を依頼いたします。これは学校別図書研究

会と申しまして、校長が総理し、副校長が補佐し、教科ごとに教科用図書の調査研究を行い

ます。校長は図書研究会における調査研究の結果に基づいて各教科、種目ごとに全種類の教

科用図書の調査資料を作成し、教育長に提出いたします。この提出された資料をもとに、先

ほどお話しいたしました調査部会が適正な教科書選定のための調査を行います。調査部会は

学習指導要領及び関係法規等の確認、それから調査のための文書等の確認、それから先ほど

申し上げました学校別教科用図書研究委員会から提出されてきました資料についての調査、

選定委員会に提出する調査結果の報告を行います。その報告を受けました選定委員会は、調

査部会、学校別図書研究委員会から出されました資料及び研究結果をもとに教育長に対して

答申を行います。教育長はその答申を議案として教育委員会に提出し、教育委員会で採決さ

れると、そういう流れになっております。 

○角田委員 であるならば、現場の先生方の意見も十分に生かされるわけですね。 

○大町指導課長 現場の先生の意見は学校ごとに設けました学校別教科用図書研究会、それか 

ら選定委員会が設置いたしました調査部会の中で反映されてまいります。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

○大後委員 何回かこのような機会にぶつかっていますけれども、今回もそうですけれども、 

請願とそのほかにも要望書とかいろいろ自宅に送っていただいた方たちもいらして、いろい

ろな資料を私たちは読んで、私たちなりに研究していますけれども、今の採択の流れを伺い

ますと、とても現場の先生方の意向もちゃんと反映された方法でいつも採択されていますし、

今回もそうだと思いますので、殊さら今私たちがここで態度を改めて何か取り組み方を変え

るとかという必要はないと思いますので、今までどおり私たちはやっていきたいと思います。 

○竹尾委員長 ほかに討論はございませんか。━━討論なしと認めます。 

 これより採択します。 

 まず、請願第１号を原案のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

       〔賛成者挙手〕 

 挙手なし。よって、請願第１号 「学習指導要領の目的を十分に踏まえた中学校の歴史・

公民教科書の採択を求める陳情」、は不採択と決定しました。 

 次に請願第２号を採択します。原案のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。

       〔賛成者挙手〕 

 挙手なし。よって、請願第２号 教科書採択にかんする請願、は不採択と決定しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 日程第８ 報告事項に入ります。 

 （１）青嵐中学校建替に伴う工事契約について。 

○小野学校教育部主幹 青嵐中学校建替に伴う工事契約について報告をさせていただきます。 

 お手元に資料をお配りしておりますが、Ａ４版の用紙３枚とＡ３版の図面が４枚あります。

順を追って説明させていただきます。 
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 平成１７年第２回定例市議会において工事の契約締結が議決されましたので、ここで御報

告させていただきます。 

 工事の発注につきましては、建築、電気、機械設備工事を分離発注しております。建築工

事においては建築工事と一体化した機械整備等でございますが、受注機会の拡大ということ

で分離発注している次第でございます。 

 契約金額などについて資料１枚目の１番、青嵐中学校校舎等建替工事の建築工事ですが、

契約金額は２１億9,７６５万円で、契約の相手は三井住友建設株式会社。この業者は、けや

き小学校の建築工事を請け負った業者でございます。契約期間は平成１９年２月２８日まで

です。 

 ２、青嵐中学校校舎等建替工事の機械衛生設備工事は、契約金額が４億7,８５９万円で、

契約の相手は大成温調株式会社。契約期間は平成１９年２月２８日までです。 

 ３、青嵐中学校校舎等建替工事の電気設備工事は、契約金額が２億5,７８８万円で、契約

の相手は三菱電機ビルテクノサービス株式会社。契約期間は平成１９年２月２８日までとな

っております。 

 それでは、２枚目の工程表をごらんください。２枚目の工程表は事業全体の工程表でござ

います。工事が順調でこのまま進むということになれば、校庭整備工事を完了する８月をめ

どに、平成１９年９月からは青嵐中学校の生徒に良好な教育環境を提供できると考えており

ます。 

 現在、解体工事を行っております。解体工事の契約の相手は関口工業でございます。契約

金額は７,２７４万４,０００円です。先週の２３日木曜日に、解体並びに建設工事にかかる

工事説明会を保護者、近隣、電波障害等が発生すると予測されている地域も踏まえまして説

明会を行っております。翌日の２４日から仮囲いの工事に着手いたしまして、工事区域と生

徒の動線を区別し安全確保に努めているところでございます。 

 ３枚目の工程表をお願いいたします。３枚目の工程表につきましては、現在学校北側の用

地を借用して工事中であります仮設グラウンドの工程表もあわせて、グラウンドに関する工

程表を作成しております。ここで最下段の運動会という部分がございます。この運動会につ

きましては、青嵐中学校は例年１０月に運動会を行っておりますが、今の仮設校舎が運動場

に建設されていることもありまして、たまたまひばりが丘に桜蔭学園のひばりが丘グラウン

ドがございます。この桜蔭学園の理事者等にお願いをいたしまして、運動会にかかる運動場

の提供をお願いしたいということで申入れをしたところ、快く受けていただきまして、建設

中の運動会はこの桜蔭学園のひばりが丘グラウンドを借用するということで行うことになっ

ております。それでは、Ａ３版の図面を説明させていただきます。両面コピーですので、ち

ょっと裏の図面の印刷がしみておりまして、若干見にくいことは御了承ください。まず１枚

目でございます。１枚目は現在建っておりますプレハブの仮設校舎、既存の東校舎が仮設校

舎として併設して使用しております。一番南側に仮設の体育館がございます。建設予定は斜

線を引いてあります。真ん中にありますのは校舎棟になります。左手に体育館棟を建設する

予定になっております。 

 裏面をお願いいたします。体育館の地下の配置図になっております。左手が地下２階の平
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面図、右手が地下１階となっております。地下２階につきましては吹き抜けになっておりま

すので、地下１、２階の建物ということになります。地下１階には部室、地下２階にも部室

をつくっておりまして、地下２階のスペースといたしましては、武道等ができるスペースを

確保してございます。さらにミーティングルーム、トイレ等を整備しております。 

 ２枚目をお願いいたします。２枚目は１階の平面図になっております。左手が体育館１階

で、アリーナと管理室、それから教官室等を設けております。この管理室等につきましては、

学校等の要望によって配置を決めております。右手の校舎棟は職員室が一番南側、グラウン

ド側の東に校長室、保健室等を設けてございます。トイレ等につきましてですが、全館トイ

レにつきましては一般用と、通常だれでもトイレと言われているバリアフリーになっており

ますトイレを配置しております。また、エレベーターで１階から５階までのプールまで行け

るという設備になってございます。１階につきましては、北側にコンピュータルーム、図書

室等を設けております。ここは生徒の昇降口がメーンでございます。 

 裏面をお願いします。こちらからは２階からの図面になっております。２階から４階まで

の配置は一緒でございます。東側に普通教室、西側に特別教室の配置となってございます。

現在、生涯学習部との協議を進めておりまして、構造的に東側の普通教室の前の廊下に開放

施設等を、開放区分と非開放区分ということで扉等を設置して分離するという工事を考えて

おります。よって、東側の特別教室に関しては将来的には開放できるだろうということには

なっております。 

 次のページをお願いいたします。ここは３階となっておりまして、２階と同じ構造でござ

いますが、３階には特別教室として調理室、被服室を設けております。 

 次のページをお願いいたします。４階、５階という図面になってございます。左手が４階

の平面図になっております。同じく東側に普通教室、西側に特別教室を配置してございます。

西側の特別教室は理科室、音楽室、東側に普通教室等を設置しております。真ん中の５階の

平面図ですが、５階にはプールを設置しております。北側斜線の関係でプールの北側になり

ますが、４階の屋上部分に屋上庭園として緑化部分を整備しております。プールにつきまし

てはドームつきということになってございます。 

 最後のページに立面図があります。上側が南側から見た立面図になります。ちょうどこの

真ん中のところの校舎棟と体育館棟は、２階の渡り廊下で行き来ができるという構造になっ

てございます。下段につきましては、北側から見た立面図でございます。 

 青嵐中に関しましては、以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○大後委員 すばらしい校舎ができそうで、とてもわくわくしますけれども、もう伺ったかと 

思いますけども、女子のお手洗いなどは洋風になるんでしたかしらということと、校舎が南

北に長いんですか。明るさの問題はどうなのかなとちょっと感じたんですけれども。 

○小野学校教育部主幹 トイレの数につきましては規定の数量を用意してございます。ワンス 

パンに属する生徒数に対する法的基準がございますので、これを充足しております。ですの

で、既存のトイレよりは多く設置してございます。洋式は当然つけてございます。若干和式

も用意しなければいけませんが、率的には洋式が多くなってございます。あと照明ですけれ
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ども、普通教室でよろしいですか、各教室とも……。 

○大後委員 建物全体が立派なので。 

○小野学校教育部主幹 照度につきましては、屋上から採光部分をとっておりますので、全体 

的には明るく、けやき小学校の明かり取りをイメージしていただければわかろうかと思いま

す。あと教室等につきましては、基準の５００ルクスをクリアできるという照明施設を完備

しております。 

 以上です。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 報告事項（２）保谷中学校体育館建替に伴う事業予定について。 

○小野学校教育部主幹 保谷中学校体育館建替事業について説明させていただきます。 

 お手元の資料で順を追って説明申しあげます。 

 建替に伴う基本及び実施設計を平成１６年に契約し、作業を行ってまいりました。しかし

ながら、当該事業につきましては、都市計画道路３・２・６号線、保谷調布線築造事業に伴

い、保谷中学校用地が計画線にかかるため、物件移転補償用地買収等により財源として事業

行うものであります。当初の予定では、今年度に設計並びに用地買収物件移転補償の契約を

締結し建替工事を行う予定でありましたが、東京都の予算状況から買収契約を１年延伸した

いという申し出が東京都からございまして、教育委員会と学校とともに協議を行いました結

果、買収後にはグラウンドが狭くなるという現実的なものを踏まえて、１年間でも現状のま

まの方が生徒にとってもよいのではないかという結論に達しまして、東京都の申し出を了承

した次第でございます。 

 基本設計を行うに当たり、東京都と物件移転補償の交渉も今現在、確定できないというこ

ともありまして、３月定例市議会で予算の繰越明許という措置を行い、議決されたところで

ございます。東京都とは継続して補償の交渉を行っているところでございます。基本設計が

ほぼ完了いたしましたので、６月１５日に保護者及び近隣住民に対し説明会を行いまして、

事業の延伸の報告と基本設計について説明を行ったところでございます。説明会の資料と同

じ内容の資料でございますので、まず事業の予定でございます。基本設計はほぼ説明どおり

完成しておりますが、学校や保護者並びに近隣住民等の要望内容を精査し、実施設計に取り

かかる準備を今進めているところでございます。契約上、１０月末には実施設計を完了する

ということでございます。建替工事につきまして、この工程でいきますと平成１８年５月ご

ろには仮設体育館の建設に着手いたしまして、プール授業が終わる９月ごろにはプールと体

育館を解体し建築工事に着手すると。平成１９年の２月には引渡しを受けて、卒業式は新体

育館で行えるということで事業を進めております。 

 裏面をお願いいたします。裏面につきましては事業規模を既存と新体育館を比較した表に

なってございます。新体育館はプールと複合の施設でございますので、全体面積といたしま

しては1,３５８平方メートルほど大きくなるということになります。 

 ２枚目をお願いいたします。２枚目の配置図でございますが、これは全体の都市計画道路

３・２・６号線を現況平面に重ねた図面でございます。この右手に破線が南北に通っており

ますが、これが保谷調布線の線引きとなっております。この部分に仮設体育館を建設すると
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いうことで、新体育館の建設予定位置は、現在のプールと体育館のところに建設するという

配置になってございます。仮設体育館につきましては、既に買収済みの東京都の用地もござ

いますが、この用地を借用しながら工事車両通路も確保するということで考えております。 

 その裏をごらんください。この裏の図面は黒くぼかしてございますが、今の建設予定の新

体育館と仮設体育館をズームアップした図面でございますが、ここに都市計画道路をラップ

させますと、黒くぼかしたところが建設時の工事区域という形になります。工事車両につき

ましては、右手に三角が２つございますが、上の三角が工事車両入り口ということになって

おります。これは新青梅街道から入ってきて、途中からちょっと狭くなるんですが、この市

道を利用して工事車両は入ってくるということになっております。下の部分に生徒が東側か

ら通学する生徒の学校の入り口を設けております。工事区域と生徒の動線を区分するという

ことで考えております。 

 最後のページをお願いいたします。これは詳細配置図になってございます。この図面は右

手が北側ということになりますので、右側を上にしていただけると北側が上にきますので何

となく配置がわかろうかと思いますが、左の下は１階の平面図ということになっております。

１階はアリーナを設けまして、西側に玄関を設けまして、玄関から入りましたら左手に多目

的、右手に受付、これは開放した際の受付の管理室という形になってございます。ここに男

女のトイレを設け、さらに先ほど請願でもお話ししました、だれでもトイレというのを用意

しております。この建物につきましては、１階から３階のプールまでエレベーターで行き来

ができるという構造になってございます。体育館、アリーナに入りましたら右手に教官室を

設けて体育器具庫並びに北側にステージを設けております。右手の配置図でございますが、

右手の配置図は２階の平面図になっておりまして、２階は校舎の２階から体育館の２階へ渡

り廊下を通って行き来ができるということになっております。２階には男子、女子の更衣室

を設け、２階のエレベーターの入り口が設けられると。さらに南側にミーティングルームと

いうものをつくりまして、会議等にも使えるという形になってございます。右の上側が３階、

屋上になりますけれども、プールを設けております。このプールにつきましては、エレベー

ターで上がってきたところに更衣室、シャワー室、トイレ等を設けております。 

 以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

 質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 報告事項（３）平成１７年度小学校給食調理業務委託校について。 

○富田学務課長 それでは御報告申し上げます。 

 小学校給食の民間委託については、旧保谷市当時、平成５年の行財政改革大綱の中で制定

されまして、いわゆる給食調理職員が退職した場合、不補充という方針が出されました。そ

れによって職員の補充ができない状況の中で、学校給食を安定して実施する方策として、今

申し上げたように旧保谷市当時にそのような民間委託の方策をスタートさせていただきまし

た。そしてお手元の資料をごらんいただくように、平成１０年２月に保谷小学校を第１校と

いたしまして、今回本年度新規校として谷戸小学校がスタートいたします。これで現在小学

校につきましては１９校のうちの１０校ということになりますので、今年度で過半数に達す
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るということでございます。 

 以上です。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

 質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 報告事項（４）西東京市体育指導委員の解嘱及び委嘱について。 

○富所スポーツ振興課長 体育指導委員につきましては、スポーツ振興法の規定に基づきまし 

て西東京市体育指導委員に関する規則により市民のスポーツ振興のための指導・助言を行っ

ているものでございます。 

 本年３月をもって任期満了となることから、平成１７年４月１日から平成１９年３月３１

日までの２年間の任期について定員２０名を委嘱したところでございます。しかし、こちら

に記載の髙梨真由美委員が転勤のために市外転出をするため退職の申し出がありましたので、

４月３０日をもって解嘱を行ったものでございます。ついては中條尚子氏を欠員補充のため

委嘱を行ったものでございます。 

 任期は前任者の残任期間である平成１７年５月３０日から平成１９年３月３１日まででご

ざいます。 

 なお、欠員補充方法については、当初の体育指導委員の選考時に補欠者をあらかじめ選考

しておいた者を今回欠員補充の候補者としたものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

 質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 報告事項（６）西東京市公民館事業実績報告書について。 

○島崎保谷公民館長 それでは、平成１６年度西東京市公民館事業実績につきまして御報告申

し上げます。 

 公民館の事業、役割は大きく分けて２つに区分されております。まず１つは、市主催事業

を実施して市民にさまざまな学習機会を提供すること。もう１つは、部屋等の施設を提供い

たしました市民の自主的な学習活動を援助すること。この２つに分けられておりますが、１

６年度も６つの公民館でさまざまな市主催事業を実施し、また施設も各市民団体に活発に利

用されてまいりました。 

 それで、具体的な数字についてお示ししたいと思います。恐れ入ります、資料の８ページ

をお開きいただきたいのですが、保谷公民館の数で申し上げます。公民館の使用に関する事

項という中で、利用件数の表がございます。一番左に各部屋の利用件数の合計が出ておりま

す。4,６４６件の使用がございました。これを１５年度の実績と比較しますと4,７０４件で

ございましたので５８件、若干の減という形になってございます。またその下の表、利用度

でございますが、真ん中の辺に延べ利用人数という欄がございまして７6,１７７人の利用、

これが１６年度の実績になっております。１５年度と比較いたしますと７7,５３１人、1,３

５０人強の減が確認されております。この辺は全体の数で申しますと、各公民館の表が入っ

ておりますが、トータルいたしますと、利用件数では１６年度が２万3,９６１件、１５年度

が２万3,６８２件、利用件数では２７９件、１％ちょっとのプラスになっております。延べ
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人数で比較いたしますと、全体では３４万9,５２１人、１５年度が３５万４９２人、人数で

はかえって９７０人強のマイナスが出ていると。率でいいますと0.３％、ほぼ前年度並の利

用がされていたというような実績になってございます。 

 事業内容等の詳細につきましては、各公民館ごとに項目等を載せてございますので、後ほ

どお読みいただきたいと思います。 

 大変雑駁ですが、以上でございます。 

○竹尾委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。 

○角田委員 全体の利用率をずっと見せていただいたんですけれども、保育室というのが極度 

に少ない人数ですよね。利用率が低いというか。住吉公民館は保育室はないようですが、あ

とのところのをずっと見てみますと、ほとんど利用率が１０％以下とかというところもある

ようですけれども、やはり必要なんですか。 

○島崎公民館長 確かに利用率を見ますと１０％台のところが多い。これは実体は一般開放し 

ておりません。いわゆる子育ての登録してある団体が使う場合、それから市主催事業で保育

をつくる場合のみに限定した形でこれまで使われておりました。その結果、利用率が大変低

いという結果になっております。このような反省もありまして、今年度から公民館の保育室

を一般開放いたしまして、子育てに悩む地域とのつながりが持てないお母さん方、子どもさ

んも一緒に、その方たちに開放して、公民館のつながり、地域とのつながりを図っていただ

こうという形で新しい取り組みも始めております。幾つかの公民館においてありますが、非

常に喜ばれている結果が出ているというふうに報告を受けております。この辺もこれからど

んどん充実といいますか、拡大していかなければならないのかなというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 次に、教育相談課長から報告があります。 

○長澤教育相談課長 教育相談課ですが、前回宿題をいただきましたので、申しわけございま 

せんでした。表記が紛らわしいというところがありまして、今回口頭でお答えさせていただ

きます。 

 １６年度の学校訪問教育相談事業の内訳のところで、①学校訪問教育相談員の表の下に米

印、「教員、保護者からの相談」というのがあるんですが、①の学校訪問教育相談員の対象

者は主に教員です。米印が非常に紛らわしくて、この表記は大変申しわけございません。 

 それから②のスクールピアの対象者は児童なので、①の教員の相談の内容はというところ

の御質問に関しては、①は対象者が教員なので、全体の５８７件の相談の中で、教員から関

連で保護者というのも相談がありますが、これは保護者のみというのが５件、後は全部教員

と重なっているということで、教員からの相談は９９％ということです。 

 それから関連しまして、中学校のスクールカウンセラーに関しても教員からの相談はどう

かということでございましたが、中学校９校全体で延べ４８０件の相談がカウンセラーへ寄

せられております。主な相談の上位に挙げられるものにつきましては、不登校の相談が３４

５件、全体の中で７1.９％と一番多いものです。それから２番目に多いものとしましては問
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題行動等ということで5.６％、それから３番目に多いのが身体・健康に関する相談で4.４％

というものです。 

 以上でございます。 

○竹尾委員長 ただいまの説明について、御質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○竹尾委員長 次に、日程第９ その他を議題とします。 

 教育委員会全般についての質疑をお受けいたします。 

○大後委員 ある学校の学校便りを拝見していまして、４月からの個人情報保護法施行に伴っ 

て各校でいろいろと今までのことを変えて対応していらっしゃるようですけれども、これは

全市的な動きで統一しているようなことなんでしょうか。各校それぞれの取り組みなんでし

ょうか。 

○村野学校教育部長 ４月に個人情報保護法が施行されたということで、それを境に大変個人 

情報の扱いが厳しくなっています。それ以前に西東京市といたしましては条例がございまし

た。個人情報保護法が施行される前段の１月ぐらいから、この扱いについては、前回の四中

のコンピュータの事件ではありませんけれど、個人の情報については取り扱いを厳重にして

もらいたいという指導をしてまいりました。 

 それで実はきょう校長役員会がございまして、そのあたりにつきまして今後どういう形で

個人情報の取扱いをしていくのか、西東京市教育委員会としてのガイドラインのようなもの

をどうするのか、こんなこともありますので、今後詰めなければいけないんですが、御存じ

かと思いますが、この法律が施行されたことによりまして、全国的にやはり子どもさんたち

の個人情報の取扱いが厳密になりました。例えば今まで学校内で何らそういう問題点がなか

った学校便りに個人の名前を入れる、生徒・児童の名前を入れる、このことも厳密にいきま

すと個人情報保護法にひっかかってくるということでございますので、その取扱いについて

は学校でもかなり神経質になっているかと思います。何らかの形で教育委員会と学校と調整

する中で、取扱いについては一定のガイドラインのようなものは必要になってくるのかなと

思っています。 

 子どもさんのお名前あるいは生年月日等、学校内での情報でしたらひっかからないと思う

んですが、これが一度外に出て本来の目的以外に使われるということも可能性としてはあり

ますので、視点を変えてこれから検討していく必要があるのかなと、そんなふうに考えてい

ます。 

○大後委員 安心しましたけれども、本当に今全国的に行き過ぎた傾向にもあるようなので、 

開かれた学校を目指している今にしては、とても大変な時期になったなと思います。この間

も運動会を拝見しましたけれど、名前を呼ぶとか、学校公開で廊下や教室の中に絵とか日記

とかいろいろ張ってありますね。ああいうのも悪用されれば切りがないなという心配もあり

ますので、ぜひ全市を上げて取り組みをしっかりしていただきたいと思います。 

○角田委員 答えられなかったら答えられないと言っていただいて結構です。先日市長さんの 

マニフェストを見ておりましたら、１年以内に介助員をつけるというようなことが書かれて

あったので、「え？」とびっくりしたんですが、１年以内というと今年度ですよね。   
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今こういう計画があるのか、介助員というのを学校ではどのようになっているのか、聞いて

よければ答えてください。 

○村野学校教育部長 確かに角田委員御指摘のように、マニフェストの目標３２でしたか、小 

学校の普通学級に通う障害児に介助員を配置するという項目がございます。御承知のように、

現在はプール授業、校外学習、これのみに介助員を設置しているわけですが、今回のマニフ

ェストは日常的に介助員を設置するということでございます。 

 実は今回、６月定例市議会の中でいろいろ介助員について一般質問がございました。来月

の教育委員会定例会の中で御報告をさせていただきたいと思いますが、結論だけ申し上げま

すと、私ども今まで、この間はその準備を進めてまいりませんでした。マニフェストが出て

まいりまして、市長部局としてそういう気持ちがあるということと、過去３回この件につき

ましては市議会の陳情が採択されております。これは全会派賛成ということで、全体的な流

れとしてはそちらの方向に向かっているのかなという認識は持っておりまして、教育委員会

としても現在事務局の中で検討しておりまして、来月以降、学校現場における課題、問題点、

そういうものを検証、整理させていただいて、教育委員会の方にもその辺の御意見を伺った

上でこれから対応してまいりたいと思いますが、少なくとも今年度中はこの対応は無理であ

るという答弁をしているところでございます。 

○竹尾委員長 ほかに質疑はございませんか。━━質疑を終結します。 

 以上をもちまして平成１７年第６回西東京市教育委員会定例会を閉会いたします。どうも

御苦労さまでございました。 

 

            午 後 ３ 時 ２ ８ 分 閉 会 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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